
災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書 

 

青森県（以下「甲」という）と公益社団法人青森県栄養士会（以下「乙」という）とは、災

害時における栄養・食生活支援活動に係る協力（以下「協力」という）に関して、次のとおり

協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「基本法」という。）、

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「救助法」という。）及び青森県地域防災計画

に基づき、甲が行う栄養・食生活支援活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 災害時における栄養・食生活支援とは、被災者及び要配慮者等（以下「支援対象者」と

いう。）の栄養状態や慢性疾患の悪化等を防ぐために、管理栄養士・栄養士が組織的に支援を

展開することで、支援対象者の栄養改善を支援する活動の全てをいう。 

２ 災害時における栄養・食生活支援活動とは、前項の支援及び当該被災地支援に係る本部運営、

情報収集、人材の派遣等の調整業務をいう。 

３ 特殊栄養食品ステーションとは、要配慮者（咀嚼機能低下者、疾病上の食事制限者、食物ア

レルギー患者（児）等）に対する特別な食品を提供する拠点をいう。 

 

（災害時における栄養・食生活支援チームの派遣） 

第３条 甲は、基本法、救助法及び青森県地域防災計画に基づき、次の場合必要に応じて乙に対

し災害時における栄養・食生活支援チームの編成及び派遣を要請するものとする。 

（１）県内で発生した災害が大規模かつ広域にわたる場合で、市町村における対応が困難である

と判断される場合 

（２）県外で災害が発生し、厚生労働省又は被災都道府県から派遣要請があった場合 

（３）その他知事が必要と認めた場合 

２ 前項の要請は、原則として救助法が適用される災害について行うものとする。 

３ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに災害時における栄養・食生活

支援チームを編成し、派遣するものとする。 

 

（災害時における栄養・食生活支援活動計画の策定等） 

第４条 乙は、災害時における栄養・食生活支援チームによる支援活動の円滑な実施を図るため、

災害時における栄養・食生活支援活動計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

２ 前項の災害時における栄養・食生活支援活動計画は、次の各号に掲げる事項について定める

ものとする。 

（１）災害時における栄養・食生活支援チームの編成 

（２）災害時における栄養・食生活支援チームの支援活動計画 



（３）日本栄養士会災害派遣チーム（ＪＤＡ-ＤＡＴ）等の関係機関との通信連絡計画 

（４）指揮系統 

（５）特殊栄養食品ステーションの設置・運営 

（６）訓練計画 

（７）その他必要な事項 

３ 乙は、災害時における栄養・食生活支援活動計画を変更したときは、速やかに変更後の災害

時における栄養・食生活支援活動計画を甲に提出するものとする。 

 

（災害時における栄養・食生活支援チームの業務） 

第５条 災害時における栄養・食生活支援チームは、甲が指定する場所において、次の各号に掲

げる活動を行うものとする。 

（１）避難所等の栄養管理・衛生管理 

（２）避難所等における疾病・身体状況や食事等に関する情報収集、巡回栄養相談 

（３）支援対象者に対する栄養・食事指導 

（４）特殊栄養食品ステーションの設置・運営 

（５）避難所や被災者の栄養状態調査、栄養管理 

（６）その他甲が必要と認める活動 

 

（災害時における栄養・食生活支援チームに対する指揮） 

第６条 甲は、災害時における栄養・食生活支援チームによる栄養・食生活支援活動の総合調整

を図ることとし、乙が派遣する災害時における栄養・食生活支援チームに対する指揮は、甲が

指定する者が行うものとする。 

 

 （特殊栄養食品ステーションで提供する食品の供給） 

第７条 乙が派遣する栄養・食生活支援チームが特殊栄養食品ステーションにおいて要配慮者に

提供する食品は、当該栄養・食生活支援チームが携行することとし、甲は、その供給について

必要な協力を行うものとする。 

２ 特殊栄養食品ステーションにおいて要配慮者に提供する食品については、乙は栄養・食生活

支援チームが第５条の業務を行う前に、甲と調整を行うものとする。 

 

（災害時における栄養・食生活支援チームの輸送） 

第８条 災害時における栄養・食生活支援チームの輸送手段は、乙が確保することとし、甲は、

災害時における栄養・食生活支援チームの輸送について必要な協力を行うものとする。 

 

（費用弁償等） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が派遣した災害時における栄養・食生活支援チームが第５条に掲

げる業務を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。 

（１）災害時における栄養・食生活支援チームの派遣に要する経費 

（２）災害時における栄養・食生活支援チームが設置した特殊栄養食品ステーションで食品を提



供した場合の実費 

（３）災害時における栄養・食生活支援チーム員が支援活動において負傷し、疾病にかかり、又

は死亡した場合の扶助費 

（４）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた経費 

２ 前項に定める費用の額については別に定める。 

３ 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した当該災害時における栄養・食生活支援チームの活動に

おける事故等に対応するため、傷害保険に加入するものとする。 

 

（市町村との調整） 

第１０条 甲は、基本法、救助法及び青森県地域防災計画に基づき市町村が行う災害時における

栄養・食生活支援活動が、本協定に準じ、乙の協力を得て円滑に実施されるよう、乙及び市町

村と必要な調整に努めるものとする。 

 

（災害時における栄養・食生活支援チームの他県からの受入れ） 

第１１条 甲は、他都道府県に災害時における栄養・食生活支援チームの派遣を要請したときは、

乙に対して速やかにその旨を伝え、乙は他都道府県からの災害時における栄養・食生活支援チ

ームの受入れの調整を行うものとする。 

 

（連絡体制） 

第１２条 甲及び乙は、この協定に基づく業務を円滑に実施するため、必要な連絡及び調整を行

い、平常時から連絡体制の強化に努めるものとする。 

 

（細則） 

第１３条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。 

 

（協議） 

第１４条 この協定に定めがない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協

議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定

の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期

間満了の日の翌日から起算して１年間、この協定を延長するものとし、以降も同様とする。 

 

 

 

 

 

 



 

この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その１通を保有す

る。 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ３ 月２４日 

 

                  甲 青森市長島１丁目１－１ 

                     青森県知事 宮 下 宗 一 郎 

 

 

                  乙 青森市長島２丁目１８－８ 

                    公益社団法人青森県栄養士会 

                     会 長   齋 藤 長 徳 

 

 


